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(57)【要約】
　開示されるコネクタとカセットとの接続機構は、下部
に側板を有する１組の個別のキーコネクタを含む。各側
板の周囲は、カセットカバーのスカート付き入口の対応
する配列の１つに合わせられる配列のタブまたは突起を
含む。各キーコネクタの側板部のタブまたは突起はさら
に、約６０度を超えて各コネクタが回転しないようにす
るために役立つ。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コネクタとカセット組立品との接続機構であって、
　その間に空間を持つように組立てられたカセットカバー及びカセット本体を含むカセッ
ト組立品と、
　上部及び下部を有する複数のコネクタであって、前記下部が側板で取り囲まれるルア継
ぎ手を含み、前記側板が独特な外面形体を有する複数のコネクタと、
　を備え、
　前記カセットカバーがこれに形成される複数の入口を含み、前記入口の各々が前記カセ
ットカバーの下面から前記カセットカバーと前記カセット本体との間の前記空間の中へ伸
びるスカート部を含み、
　前記カセット本体が前記カセットカバーの前記入口と整列するように形成され配列され
る複数の管状開口を含み、
　前記入口の前記スカート部が前記複数のコネクタの１つと係合するように形成され配列
される独特な開口パターンを含む、コネクタとカセットとの接続機構。
【請求項２】
　前記独特な外面形体が前記側板のサイズ及び形状を含むことを特徴とする、請求項１に
記載のコネクタとカセットとの接続機構。
【請求項３】
　前記側板のサイズ及び形状が前記ルア継ぎ手の雌雄及び形状によって決まることを特徴
とする、請求項２に記載のコネクタとカセットとの接続機構。
【請求項４】
　前記側板の前記独特な外面形体が前記側板から伸びる１つまたはそれ以上のタブを含む
ことを特徴とする、請求項１に記載のコネクタとカセットとの接続機構。
【請求項５】
　前記独特な外面形体が前記タブのサイズを含むことを特徴とする、請求項４に記載のコ
ネクタとカセットとの接続機構。
【請求項６】
　前記コネクタの各々の前記上部が前記コネクタの回転を容易にするために少なくとも１
つのウィングを含むことを特徴とする、請求項１に記載のコネクタとカセットとの接続機
構。
【請求項７】
　前記複数の管状開口の各々が、前記コネクタが前記カセットカバーを介して挿入された
後前記独特な外面からの拡張部と係合しかつ前記コネクタの回転を制限するために前記管
状開口の周りに配列される独特なパターンのストッパを含むことを特徴とする、請求項１
に記載のコネクタとカセットとの接続機構。
【請求項８】
　前記スカート部の各々が、前記コネクタが前記カセットカバーを介して挿入された後前
記コネクタの回転を制限する表面を持つ開口を含むことを特徴とする、請求項１に記載の
コネクタとカセットとの接続機構。
【請求項９】
　カセット組立品の中に挿入されるコネクタであって、前記カセット組立品がカバー及び
本体を有し、前記カセットカバーがこれに形成される複数の入口を有し、前記入口の各々
が、複数の開口が形成されている独特なスカートを含み、前記カセット本体が前記入口と
整列する複数の管状開口を有し、前記コネクタが、
　前記コネクタの回転を容易にするために表面に形成される少なくとも１つのウィングを
有する上部と、
　下部と、
　前記上部を前記下部から分離する中央フランジと、
　を備え、
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　前記下部が側板によって取り囲まれるルア継ぎ手を含み、
　前記側板のサイズが前記ルア継ぎ手の雌雄及びサイズに従って定められ、
　前記側板がさらに前記側板から伸びる複数のタブを含み、
　前記側板の前記サイズ及び前記側板上の前記複数のタブの形体が前記複数の入口の１つ
またはそれ以上と嵌まり合うように作られることを特徴とする、コネクタ。
【請求項１０】
　前記ルア継ぎ手が前記側板内部に後退させられていることを特徴とする、請求項９に記
載のコネクタ。
【請求項１１】
　前記複数のタブのサイズが前記複数の入口の１つまたはそれ以上と嵌まり合うように定
められることを特徴とする、請求項９に記載のコネクタ。
【請求項１２】
　前記コネクタがカラーコード化されることを特徴とする、請求項９に記載のコネクタ。
【請求項１３】
　前記管状開口がその周りに形成されるストッパの配列を有し、かつ
　まず入口を介して挿入されその後約６０度以下の角度回された後に前記タブが少なくと
も１つのストッパと当接することを特徴とする、請求項９に記載のコネクタ。
【請求項１４】
　側板によって取り囲まれるルア継ぎ手を含む下部を有するコネクタと係合するためのカ
セットであって、前記側板が独特な直径及び前記側板から伸びる独特な配列のタブを有し
、前記カセットが、
　カセットカバーであって、該カセットカバーがその表面に形成される複数の入口を有し
、前記入口の各々が中に独特なサイズ及び独特な配列の開口が形成されているスカート部
によって特徴付けられるカセットカバーと、
　中に複数の管状開口が形成されているカセット本体であって、前記管状開口が、前記カ
セットカバーが前記カセット本体の上に置かれると前記入口と整列するように形成され配
列されるカセット本体と、
　を備え、
　それによって前記カセットカバーの各入口が１つのコネクタに合わせられる、カセット
。
【請求項１５】
　前記スカート部が前記側板内部のルア継ぎ手と反対の雌雄を持つルア継ぎ手と係合でき
るようにすることを特徴とする、請求項１４に記載のカセット。
【請求項１６】
　前記スカート部が段付き傾斜路を含むことを特徴とする、請求項１４に記載のカセット
。
【請求項１７】
　前記段付き傾斜路が前記タブの１つと係合するためのものであることを特徴とする、請
求項１６に記載のカセット。
【請求項１８】
　前記入口がカラーコード化されることを特徴とする、請求項１４に記載のカセット。
【請求項１９】
　前記カセット本体がさらに前記管状開口の周りに形成されるストッパの配列を備えるこ
とを特徴とする、請求項１４に記載のカセット。
【請求項２０】
　各管状開口を取り囲むストッパの前記配列がタブと係合するように配置されることを特
徴とする、請求項１９に記載のカセット。
【請求項２１】
　前記ストッパが様々な長さの側板と係合するように形成され配列される様々な高さを有
することを特徴とする、請求項２０に記載のカセット。
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【請求項２２】
　前記スカート部が各々、前記コネクタが前記カセットの中に挿入された後前記コネクタ
の回転を制限する表面を持つ開口を有することを特徴とする、請求項１４に記載のカセッ
ト。
【請求項２３】
　カセットに形成される１組の入口と１組のコネクタの不整合を防止するための方法であ
って、該方法が、
　従属しているスカートを持つ各入口を形成するステップであって、前記従属しているス
カートがその周りに前記カセットに形成される他の入口とは異なるサイズ及びパターンの
開口を有する、ステップと、
　前記入口の１つと係合するようなサイズ及びパターンの突起をその周りに有するコネク
タを形成するステップと、
　を含む、方法。
【請求項２４】
　各コネクタは該コネクタから伸びる１組のウィングを手によって回されることを特徴と
する、請求項２３に記載の方法。
【請求項２５】
　各コネクタがルア継ぎ手を取り囲む側板を持つように形成されることを特徴とする、請
求項２３に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は内科／外科装置への流体供給源の接続に関する。特に、本発明は内科／外科装
置に使用されるカセット組立品にコネクタを取り付けるための機構に関する。
【背景技術】
【０００２】
　内科／外科手術の実行に関連する１組の様々な流体の流量を管理するために多くの内科
／外科装置が組み立てられる。このような流体には、例えば空気、灌注液、液体抗生物質
、血液または眼科手術の場合にはプローブまたはハンドピースを介して眼から取り除かれ
吸引された組織が含まれる。一般に、１つの内科／外科装置におけるこの種の流体用の導
管は１区分のシリコンチューブである。このように内科／外科手術のために１つの内科／
外科装置を組み立てることは、内科／外科手術時に適切な時点で必要とされるところに必
要とされる流体があるようにするためにシリコンチューブの個別の区分を相互に接続する
ことである。
【０００３】
　シリコンチューブ区分は、多様な型式の取付け具を用いて接続される。内科／外科装置
のシリコンチューブに使用される一般的な型式の取付け具の１つはルア継ぎ手（ luer fi
tting ）である。ルア継ぎ手において、テーパー状の雄ルア継ぎ手は同様にテーパー状の
雌ルア継ぎ手と係合する。１組の雄雌ネジコネクタによって雄及び雌ルア継ぎ手を結合す
ることができる。雄及び雌ルア継ぎ手が係合されると雌雄のコネクタはこれを取り囲む。
テーパー状の雄及び雌ルア継ぎ手が結合され、ネジコネクタが雄及び雌ルア継ぎ手の周り
でネジ係合されると、２つの区分のシリコンチューブが確実に接続されて、これを流れる
流体が漏出なく流れることができるようになる。
【０００４】
　１つの内科／外科装置で実行できる各手術に様々な組合せの流体が関連付けられるので
、一部の内科／外科装置は必要なチューブ接続のグループ化を容易にするために交換可能
なマニホールドまたはカセットを使用する。このようにして、１つの内科／外科装置によ
って可能な１組の内科／外科手術から選択された内科／外科手術を実行するために必要と
される適切な組合せの流体が提供される。
【０００５】
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　複数のチューブ接続が相互に近接する場合に接続の間で区別をつけるために、内科／外
科装置の技術者及び設計者は一般に異なるサイズのルア継ぎ手を使用する。しかし、複数
のタイプの流体が使用される場合、技術者及び設計者にはすぐにルア継ぎ手のサイズの選
択肢がなくなる。
【０００６】
　利用できるルア継ぎ手接続具のサイズの数が限られている状況で複数のルア継ぎ手を適
切に合わせるという現在存在する問題は、先行技術においては事前接続工程においてシリ
コンチューブスリーブを使用することによって解決されてきた。１つの先行技術の解決法
においては、雄ルア形状を維持しながらボトルスパイクチューブ（bottle spike tubing
）を内科／外科装置に使用されるマニホールドまたはカセットに取り付けるために、予装
着式シリコンチューブスリーブが使用されてきた。先行技術の予装着式シリコンチューブ
スリーブは、主に、シリコンチューブ区分への接続部の応力緩和のため及び内科／外科装
置に使用されるマニホールドまたはカセットに先行技術のシリコンチューブ区分を予め取
り付けることができるようにするために使用される。
【０００７】
　先行技術のシリコンチューブスリーブはコスト高であり、かつ内科／外科装置の自動化
された製造に組み込むのが困難であることが明らかになっている。さらに、先行技術のシ
リコンチューブスリーブはマニホールドまたはカセット組立品に配置される後退させられ
た継ぎ手に被せて設置するのが困難である。先行技術のシリコンチューブスリーブは、ま
た、典型的なルア継ぎ手ほど着脱が単純ではない。さらに、先行技術の予装着式シリコン
チューブスリーブをマニホールドまたはカセット組立品に無菌状態で接続することはでき
ない。
【０００８】
　先行技術の予装着式シリコンチューブスリーブにはさらなる欠点がある。先行技術の一
部の予装着式シリコンチューブスリーブは運送の厳しさに耐えることができない。先行技
術の予装着式シリコンチューブスリーブは、マニホールドまたはカセット組立品と不適切
に接続しようとした場合コネクタの物理的な締め出し（lockout）を可能にしない。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　流体を内科／外科装置に不適切に接続するとまたは交差接続すると患者の安全に問題が
生じ、危険な状況を生じる可能性があることが知られている。従って、依然、内科／外科
手術のために内科／外科装置の組立を容易にするために使用できるコネクタとカセット組
立品との接続機構の必要性が技術上存在する。コネクタとカセット組立品との接続機構は
ルア継ぎ手のための確実なコネクタを提供し、不適切な接続を行おうとするとこれを阻止
し、ルア継ぎ手の雄及び雌部品を汚染から保護しなければならない。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明のコネクタとカセット組立品との接続機構は、ルア継ぎ手の確実な接続手段とな
り、不適切な接続を行おうとするとこれを阻止し、ルア継ぎ手の雄及び雌部品を汚染から
保護する。
【００１１】
　開示されるコネクタとカセット組立品との接続機構は、カバー部及び本体部を有するマ
ニホールドまたはカセット組立品を含む。マニホールドまたはカセット組立品のカバー部
の下面には複数のスカート付き入口が形成される。マニホールドまたはカセット組立品の
本体部に形成される複数の管状開口はスカート付き入口と整列される。
【００１２】
　１組の個別のキーコネクタが、マニホールドまたはカセット組立品のカバー部の下面に
形成される個別のスカート付き入口と結合する。個別の各キーコネクタは上部及び下部を
有する。個別の各キーコネクタの下部は側板によって取り囲まれるルア継ぎ手を有する。
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側板の外面は独特な表面形体を有し、表面形体はキー部として作用し、その形状はコネク
タを通って流れる流体の種類に関連付けられる。特に、側板の下部の底部のキー部は１組
の突起を含み、この１組の突起は各スカート付き入口に形成される対応する１組の凹部に
対応する。側板から外方向に伸びる１組の突起をマニホールドまたはカセット組立品のカ
バー部の各スカート付き入口の１組の凹部と対応させることによって、内科／外科装置に
必要とされる組合せの流体を送るために使用されるシリコンチューブの区分を接続する医
療従事者は、コネクタが必要とされる流体のために予め決められた適切な位置においての
みカセット組立品に接続されていることを確信できる。
【００１３】
　各キーコネクタの上部は、キーコネクタがマニホールドまたはカセット組立品のカバー
部に形成されるスカート付き入口に挿入された後、キーコネクタを手で回転させるための
指係合ウィングを含むことが好ましい。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　本発明のコネクタとカセットとの接続機構は添付図面を参照することによってより良く
理解することができる。
【００１５】
　コネクタとカセットとの接続機構を提供することが本発明の目的である。このシステム
は、下記の特徴を持つ。
　１）１組のシリコンチューブ区分をマニホールドまたはカセット組立品に接続する際使
用するための締め出し装置であって、チューブ区分間の交差接続の危険を取り除くために
各コネクタに独特なキー形状の配列を使用する。特に、
　　ａ）１つのチューブ区分がマニホールドまたはカセット組立品上の１つのポートと適
切に接続されるようにするために独特なキー形状を与える、各コネクタの下部から伸びる
１組のタブまたは突起。
　　ｂ）医療従事者が手で各コネクタを掴んで継ぎ手部を汚染することなくマニホールド
またはカセット組立品の中に簡単にコネクタを差し込めるようにする、各コネクタの接続
部。
　２）マニホールドまたはカセット組立品への１組のキーコネクタの無菌取付け。特に、
　　ａ）ルア継ぎ手を取り囲むのに充分な直径を有する側板
　　ｂ）ルア継ぎ手の接触汚染を防止するための長さを有する側板
【００１６】
　開示されるコネクタとカセットとの接続機構は眼科手術装置に使用するために設計され
ているが、当業者は、開示されるコネクタとカセットとの接続機構を、１つまたはそれ以
上の手術を適切に実行するために予め決められた組合せの流体への接続を必要とする多様
な型式の内科／外科装置に使用できることが分かるだろう。
【００１７】
　上記の目的を達成するコネクタとカセットとの接続機構１０が図１に示される。個別の
キーコネクタ２０の一般的設計が図２Ａ及び２Ｂに示されている。図３は、マニホールド
またはカセット組立品５０への個別のコネクタ２０の取り付けを示す分解図である。個別
のコネクタがマニホールドまたはカセット組立品５０のカバー部７０のスカート付き入口
を介してマニホールドまたはカセット組立品５０の本体部９０の中へ挿入されたら、コネ
クタは、図４Ｃまたは５に示されるようにコネクタがマニホールドまたはカセット組立品
５０の本体部９０に形成される前部ストッパ９２か後部ストッパ９４に当接する位置まで
約６０度回されることが好ましい。
【００１８】
　キーコネクタ２０とマニホールドまたはカセット組立品５０とが適切に嵌まり合うよう
にするために、コネクタ２０は、図３に示されるように側板４０の底部の周りに多様な個
別のキー形体が形成されるように設計される。側板４０上の拡張部、突起またはタブ２２
、２４、２６、２８、３０、３２、３４の配列は様々なキー形体を作る。様々な側板のキ



(7) JP 2009-543666 A 2009.12.10

10

20

30

40

50

ー形体を形成するために側板４０の長さ及び側板４０の直径を使用することもできる。望
ましい実施形態においては実質的に円形の側板が示されているが、当業者には、側板の上
部４１を円形とし、側板４０の下部４３を三角形、長方形、六角形など真直側面を持つよ
うに形成することができることが分かるだろう。
【００１９】
　各開口７２、７４、７６、７８、８０、８２、８４の下のスカート７３、７５、７７、
７９、８１、８３、８５と一緒にカセット組立品５０上のキー形体を形成する開口または
入口７２、７４、７６、７８、８０、８２、８４の配列は、カセット組立体５０へのチュ
ーブセットの接続間違いを防止する。望ましい実施形態においてチューブコネクタ２２、
２４、２６、２８、３０、３２、３４及びマニホールドまたはカセット組立品５０のカセ
ットカバー部の開口７２、７４、７６、８０、８２、８４はカラーコード化されるが、物
理的な締め出しメカニズムは、チューブコネクタ２０をマニホールドまたはカセット組立
品５０のカバー部７０の間違った穴に配置できないようにする。コネクタ２０をマニホー
ルドまたはカセット組立品５０のカバー部７０に合わせるための側板４０と開口の配列と
のキー接続は、共通のルア形状を持つ継ぎ手をマニホールドまたはカセット組立品５０の
カバー部の間違った入口に接続できないように設計される。
【００２０】
　変化する数及び変化するサイズのキータブを利用することによって、共通のルア形状の
接続の接続間違いが防止される。各キーコネクタ２０の各側板４０のタブの形状、位置及
びサイズの幾何学的形状は、独特なキー孔パターンを持つカセットポートに反映される。
さらに、キーコネクタ２０がカセット組立品５０の中へ差し込まれた後、約６０度以上回
転しないようにするためにマニホールドまたはカセット組立品５０の本体部９０にストッ
パ装置を配置することができる。図４Ｃ及び５に示されるように、ストッパ９２、９４の
配列は、コネクタが右回りに約６０度回されると各側板上の突起またはタブと物理的に当
接するように、マニホールドまたはカセット組立品５０の本体部９０の管状開口９５の周
りに配置される。側板の長さ及び（または）各キーコネクタ２０上のタブの位置によって
ストッパ９２、９４の高さを決定することができる。
【００２１】
　マニホールドまたはカセット組立品５０と個々のキーコネクタ２０との接続は、また、
運送のためにマニホールドまたはカセット組立品５０に要求組合せのコネクタを予めしっ
かりと接続するための方法も提供する。このような要求組合せのコネクタ２０を予め接続
することによって、さらにエラーを最小限に抑え、かつ患者の看護施設における組立時間
を短縮する。
【００２２】
　各キーコネクタ２０の側板部４０のサイズは、各ルア継ぎ手４５が無菌のままであるよ
うに各コネクタ２０内部の後退させられたルア継ぎ手４５の接触を防止する長さを持つよ
う定められる。上述のように、各側板４０の直径及び長さは、各コネクタ２０上のタブと
共に物理的キー形体として機能して、個々のキーコネクタ２０を独特なものとするもう１
つの方法を提供することができる。
【００２３】
　各コネクタを外すためには左回りに約６０度回転させて軸方向に取り外す必要がある。
各コネクタの回転は、各コネクタ２０の上部の１対のウィング３３によって容易になる。
フランジ３５は各キーコネクション２０の上部３１を側板４０から分離すると同時に、カ
セット組立品５０の中への各キーコネクタ２０の挿入深さを制限する。
【００２４】
　独特な配列のキー形体を含む個別の各キーコネクタは、無菌状態でカセット組立品５０
からチューブセットを着脱するための繰り返し可能な方法を与える。各キーコネクタ２０
の各側板４０底部４３のキー形体とカセット本体９０の管状開口９５を取り囲むストッパ
９２及び９４は６０度の確実な係合を与え、運送中マニホールドまたはカセット組立品５
０からチューブ区分が外れる危険を小さくする。各キーコネクタ２０のキー形体は、また
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ズムを与える。
【００２５】
　図６から分かるように、コネクタ２０のタブ２２が開口１４３に接近できるようにする
ためにスロット１４２及び開口１４３が形成されたスカート１４１を持つようにカセット
のカバー部７０を形成することもできる。スカート１４１の表面１４４及び１４５はタブ
２２の回転ストッパとなる。または、図７に示されるように、コネクタ２０がマニホール
ドまたはカセット組立品５０に対して相対的に回されるときタブ２２のラチェットメカニ
ズムとして作用する段付き係合傾斜路（ ramp ）１４７を有するスカート１４６を持つよ
うにカセットのカバー部を形成することができる。タブ２２が傾斜路１４７の各段と係合
するときカチッと言う音を発することが好ましい。
【００２６】
　開示されるコネクタとカセット組立品との接続機構は望ましい実施形態及びそれに代わ
る実施形態に関して開示されているが、他の多くの実施形態が上述の開示から可能になる
ことが当業者には分かるだろう。他の実施形態は特許請求の範囲内に含まれる。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】１組のコネクタと一緒にマニホールドまたはカセット組立品を示す斜視図である
。
【図２Ａ】下部内部のルア継ぎ手を示すキーコネクタの斜視図である。
【図２Ｂ】その上部を示す図２Ａに示されるキーコネクタの斜視図である。
【図３】図１に示される１組のキーコネクタと一緒にマニホールドまたはカセット組立品
を示す分解図である。
【図４Ａ】マニホールドまたはカセット組立品のカバー部の上面の斜視図である。
【図４Ｂ】マニホールドまたはカセット組立品のカバー部の下面の斜視図である。
【図４Ｃ】マニホールドまたはカセット組立品の本体部の斜視図である。
【図５】マニホールドまたはカセット組立品に取り付けられた１組の個別のコネクタを示
す、部分的に断面の斜視図である。
【図６】側板とスカート付き入口の係合の第一案の斜視図である。
【図７】ラチェットメカニズムを含む側板とスカート付き入口の係合の第二案の斜視図で
ある。
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